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個人事業税の納期に
ついて

個人事業税とは、事業を営んでいる
個人に課税される県の税金です。
今年度の第 1 期分の納期限は 8 月
31 日（水）です。
県中地方振興局県税部から送付され
る納税通知書により、納期限までに
最寄りの金融機関で納めてください。
また、金融機関の口座から自動振替
により納めることができる口座振替
が便利です。ぜひ、ご利用ください。
※新たに口座振替を申し込まれた
場合は、第 2 期分（11 月 30 日納
期限）からの取り扱いとなります。
問県中地方振興局 県税部
　課税第一課 事業税チーム
　(024-935-1251
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郡山税務署
個別照会（相談）について

税務署での面接による個別照会（相
談）は、事前予約制です。
相続税・贈与税・譲渡所得および財
産評価に関する相談日は、原則とし
て毎週火曜日としています。
相談を希望する方は、事前に電話な
どで予約のうえ、お越しください。
予約時に住所・氏名・相談内容など
をお伺いします。
問郡山税務署(024-932-2041
※音声案内に従い「2」を選択して
ください。

相
談

相
談

住まいの復興給付金申請
相談会の開催について

住まいの復興給付金は、東日本大震
災で被災した住宅の所有者が、消費
税率８％引上げ以降に住宅を新築・
購入、または補修し居住する場合に、
消費税増税分相当の給付が受けられ
る制度です。申請に関する相談会を
開催しますので、ぜひご相談ください。
●日程　8 月 26 日（金）・27 日（土）
　　　 午前 10 時～午後 4 時 30 分
●会場　郡山商工会議所会館
問住まいの復興給付金事務局コール
　センター
　(0120-250-460 ※通話無料
　（午前 9 時～午後 5 時まで受付）

電気器具の安全な取扱い防
火

暮らしの情報案内板
　田村市ホームページ　http://www.city.tamura.lg.jp/
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森林に関する各種届出に
ついて

【伐採届について】
森林法により、立木を伐採するとき
には、伐採を始める 90 日から 30
日前までに届け出が必要です。

【小規模林地開発について】
１ha 未満の森林を開発する場合（土
砂採取、太陽光発電施設の設置など）
小規模林地開発計画書の提出が必要
です。
※１ha を超えて森林を開発する場
合は知事の許可が必要なため、県中
農林事務所森林林業部森林土木課ま
でお問合せください。

【森林の土地の所有者届出制度について】
個人・法人に関わらず、売買契約の
ほか、相続・贈与・法人の合併など
により森林の土地を新たに取得した
場合は、事後の届出として森林の土
地の所有者届出が必要です。
※面積の基準はありませんので、面積
が小さくても届出の対象となります。
問産業部 農林課(81-2511
　各行政局産業建設課
　県中農林事務所森林林業部
　森林土木課(024-935-1373

1 人で抱えずに…。認知症や介護などでお悩みの方へ
　田村市地域包括支援センターへご相談ください。

たとえばこんな時…
・家族が認知症になってしまった、または、認知症かもしれない。
・介護保険を利用したいが、どうしたらいいか分からない。
・介護に疲れてしまった。　・消費者被害にあってしまった。
・虐待にあっているかもしれない高齢者を知っているが、どうすればよいか分からない。   

上記以外でも、介護や福祉、医療などに関することはもちろん、どこに相談したらよいか分からないような心配ごとや
悩みなど、お気軽にご相談ください。
相談内容に応じて適切な機関などと連絡をとり、必要な情報やサービス・関係機関の紹介や支援を行ないます。
相談は無料です。秘密は守ります。相談方法は、電話・来所・訪問を問いません。

市地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんが認知症や介護が必要な状態になっても、
住み慣れた地域で安心した生活を続けられるように、さまざまな面から高齢者やその家族を支援しています。

問田村市地域包括支援センター　(81-1307、81-1308（ＦＡＸ兼用）
　営業時間：月～土（祝日を除く）午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分
　事務所：田村市船引町船引字東中子縄 7 番地（市社会福祉協議会内）

みんなで助け合い・見守ろう

現代、85 歳以上の 4 人に 1 人の割合で認知症を発症すると言われています。
「認知症サポーター」とは、何か特別なことをする人ではなく、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の
人やその家族を温かく見守る応援者です。一人でも多くの方々が応援者となって、安心できるまちを目指しています。
受講を希望する方は、介護福祉課まで電話でお申し込みください。

～認知症サポーター養成講座・受講グループ募集！～

●内容　認知症について正しい知識を持ち、認知症の方やその家族を支える手だてについて学びます。（1 時間 30 分程度）
●対象者　地域のグループ・事業所・企業・小中高校生・ＰＴＡなど（少人数グループも可）
●講師　田村市地域包括支援センター職員　　　●開催場所　ご要望の場所へ伺い、出前講座します。　
●その他　講座は無料です。受講者には、認知症サポーターとしてオレンジリングを差し上げます。
問保健福祉部 介護福祉課　(82-1115
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田村市プレミアム商品券取扱店募集のお知らせ

市では、地域の需要を喚起し経済の活性化を図ることを目的に、
今年の 10 月にプレミアム商品券を販売する計画をしています。
プレミアム商品券が利用できる取扱店を募集しますので、
希望される方は下記によりお申し込みください。

●発行者　　田村市
●参加資格　市内で事業を行う商工業者
●募集期間　8 月 9 日（火）～ 8 月 23 日（火）
●申込方法　
　産業部商工観光課に備え付けの申込用紙に必要事項を記入
　し、お申し込みください。
●その他　
　商品券の購入については、別途お知らせします。
　事業に関する詳細は、商工観光課までお問合せください。

問・申産業部 商工観光課　(81-2136

船引地区女性学級受講生募集
文化などの学習を通じて、女性の社会生活や
家庭生活に役立てていただくための講座です。

楽しく学び、教養を高めませんか？

●日時　8 月 26 日（金）第 1 回学習会・開講式
　　　　9 月　2 日（金）第 2 回学習会
　　　　※各日とも午後 7 時から
●内容　「体幹トレーニング」
●会場　船引公民館
●対象　船引町にお住まいの女性
●定員　各日とも 25 人（先着順）
●受講料　無料
●申込期限（土日祝の申し込みも可）　
第 1 回学習会：8 月 16 日（火）
第 2 回学習会：8 月 23 日（火）
●申込方法
船引公民館へ電話またはＦＡＸでお申し込みください。
問船引公民館 (82-1133 FAX 82-5530

マイナンバーカードの
受け取りはお済みですか？

番
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1 月から「マイナンバーカード」の
受け取りが始まりました。
市役所から交付通知書が届いてお
り、まだ受け取っていない方は、電
話で予約のうえ各交付窓口までお越
しください。
なお、交付時に持参していただく必
要書類は交付通知書に記載されてい
ますので、ご確認のうえ必ずご持参
ください。
問市民部 市民課 (82-1112
　各行政局 市民課

自衛官採用試験

【一般曹候補生・自衛官候補生】
●受験資格
18 歳以上 27 歳未満の方
●受付期限　9 月 8 日（木）

【航空学生】
●受験資格
高等学校を卒業（見込みを含む）お
よび 21 歳未満の方
●受付期限　9 月 8 日（木）

【防衛大学校学生（前期）】
●受験資格
高等学校を卒業（見込みを含む）お
よび 21 歳未満の方
●受付期間
9 月 5 日（月）～ 9 月 30 日（金）
≪ 共通事項 ≫
・締切日必着
・各試験内容など詳しくは、下記へ
お問い合わせください。
問自衛隊福島地方協力本部
　郡山地域事務所(024-932-1424
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電気だから安心と思っていませんか？
次のことに注意し、火災を未然に防
ぎましょう。
●取扱い説明書をよく読んでから使
用する
●電気コードを束ねたり、重いもの
を乗せた状態で使用しない
●タコ足配線は使用しない
●コンセントのまわりにほこりをた
めない
●傷ついた電気コードは使用しない
問郡山消防本部 予防課
　(024-923-8172

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-2117) へ


